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ご挨拶にかえて 

 

2020 年度埼玉大学教職員組合執行委員長 山本 良 

 

＜はじめに＞ 

今年も、教職員組合の定期大会を開催するはこびとなりました。今年はみなさまご

存じの事情により、「遠隔」開催となりました。しかし、平素より組合の活動を支え

てくださっている皆様、また「精神的支援」をお寄せくださっている多くの埼玉大学

の皆様に深く感謝申し上げますことにはいささかの変わりもありません。以下では、

ご挨拶にかえて、やや「浪花節」的に語りたいと思います。 

 

＜21 世紀世界を取り巻く状況＞ 

 20 世紀後半から始まったとされる国際社会のグローバル化は、「世界を変えた」とよ

く言われます。これにはテクノロジーの発達が大きな役割を果たしていることは明らか

ですが、21世紀の世界を襲ったのは、なんと新種の伝染病でした。しかも、ワクチンの

接種はようやく始まろうとはしていますが、マスクや手洗いといったやり方でしか、今

までこれに対応する手段はなかったのです！  

コロナによって社会や人々の行動様式は大きな制約を受けるようになりました。日本

は世界中の人々から「テクノロジーの国」とみられていますが、我々の社会は、なんと

もろい、「ガラス細工」的な側面を持つことか！ 多くの方々がこうした点に気づいた

ことと思います。 

伝染病の蔓延と戦うために国家が協力し合うという図式は、実は 19 世紀末に初めて

登場したものです。伝染病は国境を越える「魔物」ですが、グローバル化した現代でも、

結局は人々が協力しあうことでしか、こうした魔物には対処できません。 

こうなると、やはり組合の出番デスね！ つまり、コロナ禍によって暮らしや雇用が

影響を受けることのないように、また教職員が自分の持ち場で思わぬ孤独を感じたりし

て精神の健全さを失うようなことがないように、組合としては活動すべきチャンスが

「与えられた」といってよいのです。 

 

＜埼玉大教職員組合の「二重の機能」＞ 

 とはいっても、組合の活動が大きく制約されたことは認めなければなりません。なに

しろ、「交流」を目的としたイベントは事実上不可能でしたし、外部講師を招くことも

困難だったからです（わずかに「かんたん夏野菜づくり」が、思いがけず好評を博した

程度でした）。「苦悶する」組合活動です。 

しかし、それでもなお「制約のある状況で、どのような活動が可能だろうか？」とい

うことをやはり考えなければなりません。なぜならば、組合はもちろん組合員の「雇用

と暮らし」を守ることが第一義的な責務ではありますが、個別利益だけを主張している

わけではないからです。やや僭越ながら、組合の活動は「大学全体を良くする」活動で

あるという側面をもっています。2011 年の震災の後に給与削減が行われましたが、埼

玉大は他大学よりも早めに措置が解除をされた大学の一つでした。その際、「組合員の

給料だけ削減を早めに終了する」という選択も出来なかった訳ではありません。しかし、

「組合は弱者のためにこそ亜存在する」という観点から、そういうやり方は選択されま
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せんでした。 

そればかりか、今や埼玉大は全国の国立大学や高専から一目置かれる存在となってい

るように感じます。なぜならば、教職員が働きやすい環境が曲がりなりにも実現してい

るからです。そして、これは組合の貢献によるところが大きいのです。そうすると、埼

玉大の教職員の「雇用と暮らし」を守る活動が、全国の国公立大学の大学人の暮らしを

守ることにもつながっていることになります。これは、ちょうど国内の裁判所が人権の

保障を目的とする条約を直接あるいは間接に適用することによって、人権の国際的保障

の伸展に貢献するという「二重機能」を果たしているのと同じ図式です。 

 

＜「組合」活動をこえて！＞ 

 新型コロナ感染拡大の行方はいまだわかりませんが、やがては収束するでしょう。

そう願わずにはいられません。しかし、その暁には、今回も公務員給与の引き下げ措

置が浮上することも、おそらく確かだと思います。もちろん、経済活動が制約される

中で多くの人々が非常に困難な状況に置かれているのですから、公務員とその給与体

系に準拠している教職員だけが惰眠をむさぼり、「安んじて飽食する」という訳には

いきません。我々は、それほど思いやりにかけた、身勝手な人間ではありません。 

しかし、繰り返しになりますが、組合員の「雇用と暮らし」を守ることが組合の存

在理由でもあります。となると、「ありうべき均衡はどこにあるのか？」、「明日は

どっちだ！」と叫ばざるをえません。次期主力戦闘機の 1機のために 100 億円以上も

支出する政府は、「よっぽどどうかしている。これだけのお金があれば、世の中や大

学を取り巻く困難な状況なんて一気にスッ飛んじゃうではないか！」と静かに怒りな

がら、挨拶にかえさせていただきます。 

 

 

Ⅰ 2020 年度活動の報告と課題 

1. 大学をめぐる情勢と教職員組合の役割 

振り返れば、ちょうど昨年の今頃からコロナ禍の状況が、急速に悪化した。当初の

楽観論は跡形もなく消え、緊急事態宣言が出された。新学期開始は延期され、ようや

く GW 直前から授業は開始されたものの、その後は教員も職員も遠隔授業の準備やリ

モートワークの実施に追いまくられて現在に至ったのである。 

この間、大学、より正確には日本の高等教育機関を取り巻く状況は、もちろん全く

改善は見られなかった。むしろ、悪化した。前内閣の「居ぬき内閣」と揶揄されるよ

うな現内閣である。当然、予想されたことである。ただ、コロナ禍状況の下にあった

ため、こうした状況があまり注目を集めなかっただけである。 

前内閣の下で採択された「骨太方針 2019」(2019 年 6 月閣議決定)に示された国立

大学法人における学長選の廃止の方向性は変わらぬままと思われる。また、昨年 9月

には、現内閣の発足早々に、日本学術会議が推薦した会員候補の一部が、おそらくは

政治的信条を理由として任命されない事態が生じた。「大学の自治」や「学問の自

由」に対する政治の露骨な干渉である。そして、コロナ感染対策も不十分なままに、

大学入試共通テストの実施が「腰だめ」で強行された。まさに、「衣の下の鎧」どこ

ろではなく、気に入らないものに対しては恫喝も辞さず、「問答無用で政府の方針に

従え！」というのが現内閣のやり方のようである。 

政府や、政権与党が（そして、言いたくはないが「社会」が）こうした思考様式や
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姿勢を暗黙の裡に許容し、（高等教育とは直接の関係はないが）オリンピックの聖火

リレーに対して批判を述べた県知事に対して政権与党の派閥の領袖が「注意」をする

という！ 本当に日本はおかしくなってしまった。   

一昨年、社会派的テーマを扱った作品としては異例のヒットを記録した映画「新聞

記者」の中で、内閣調査室に勤務する主人公 松坂桃李の上司を演じた俳優が「この

国の民主主義は、かたちだけでいいんだ」とつぶやく場面があったが、それをほうふ

つとさせるような状況である。 

組合は、否組合員のみならずすべての埼玉大学を構成する人々は、こうした状況に

直ちに反応する鋭敏な感覚を忘れてはならない。それは一人一人の具体的な行動の形

をとらなくても、SNS で声をあげたり、職場で同僚と話題にするだけでも十分に効果

的である。「笑顔でやってくる」権力の横暴に、戦うことが必要である。それでこ

そ、人間らしい、生き生きとした暮らしも手にすることができると信じている。 

 

2. 今季執行委員の活動 

(1) コロナ禍対応 

今期執行委員の活動として、やや異例ではあるがやはり新型コロナ感染拡大に対す

る対応についてふれなければならない。組合は、まだ職員のテレワークが実現してい

ない 2020 年 4月 13 日の段階で「緊急アピール」を発して、職員の安全と健康の確保

や遠隔授業の実施に関して十分な余裕を確保すべきことを大学執行部に訴えた。 

また、大学執行部は「埼玉大学修学サポート基金」を設けて、新型コロナ感染拡大に

伴いアルバイトを失うなどの為に経済的苦境に陥った学生を支援する方策をとった。

組合は、3月の退職者送別会の開催が見送りになったために執行されなかった予算に

若干の上乗せを行い、この基金に寄付を行った（額面 10 万円）。これは、組合は教職

員のために存在するものの、学生も大学を構成する不可欠のメンバーであるとの認識

に基づいている。 

この他、2021 年の大学入試共通テストにおけるコロナ対応の不備を指摘し、業務負

担の辞退や手当の上積みを求めたが、実現しなかった。わずかに教育担当理事に、全

教職員に向けて「大学入学共通テストの実施に当たって」なる文書を書かせて流布さ

せただけに終わった。なお、コロナ禍状況における教職員や学生相互間の交流の試み

については(3)でふれる。 

(2) 人事院勧告に関する対応等給与問題 

次に、2020 年 10 月 7日に人事院勧告が出され、公務員のボーナスの 0.05 月分の引

き下げが勧告された。これを受けて、組合と大学執行部は 11 月 13 日に労使懇談会を

開催した。すでにご存じのように、結論から言えば「2020 年度の引き下げは見送り」

とされることが大学執行部から示された。もっとも、これは組合活動による勝利とい

う訳ではなく、法改正を受けて大学の経営評議会での審議等を経たのちに給与規則の

改正を行う時間的余裕がもはやないためであった。全国の他大学でも同様の状況にあ

った大学が数校存在する。 

もっとも、次年度からは人勧通りの引き下げが実施される予定であることが予告さ

れた。2021 年になり、人事課よりこのための給与規則改正に関する懇談会開催が求め

られ、2月 10 日に開催された。組合としては、そもそも法人化した国立大学の教職員

の給与が人勧に基づくべきであるという実定法上の根拠はなにか、人勧による引き下

げ勧告により大学の収入にどのような影響があるのか、下げ幅を個々の大学で小さく
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することの可能性はあるのか、人勧通りに引き下げを行った場合の代償措置の検討如

何などについて粘り強く交渉し、現時点ではまだこの問題は完全には決着してはいな

いと考える。年度をまたいで、次期執行委員の課題の一つとされることを期待する。 

このほか、11 月の労使懇談会では非常勤職員に対する期末手当の支給を来年も必ず

継続すべきことを確認的に求めたところ、「その通りである」旨の回答が得られた。

非常勤職員に対する期末手当の支給が実現している大学は、全国的に見て必ずしも多

くない。埼玉大でも、ある非常勤職員自身が「本当に来年も出るんですか？」とつぶ

やいたように半信半疑の状況であった。そのため、確認を行ったのであるが、この実

現に尽力した前期執行委員の方々に深く敬意を表する。 

(3) 全大教対応 

一時期参加が見送られていたが、今期から全大教の実質的な下部組織である関東甲

信越地区議会に参加した。2月 20 日に開催された会議で、山本が幹事の一人に就任し

た。 

(4) 組合員の交流 

組合の存在理由として、部局を越えた組合員相互の交流・親睦を図ることも大きな

部分を占める。ところが、今期はコロナ禍により、こうした活動は事実上不可能だっ

た。わずかに、しかし大きな成功をおさめた活動として特筆されるべきなのは「かん

たん夏野菜づくり」イベントだった。この取組が実現したのは、偶然の要素と一部教

職員の犠牲的献身によるところが大きい。すなわち、コロナ禍により学生の大学への

入構が禁止された。そのため、授業で使用する予定だったキュウリやトマトの苗の使

い道がなくなってしまった。また、荒木書記長および農場を預かる浅子様（教育学

部）の非常に大きな援助があった。そのため実現したイベントだったが、参加者は学

長を含めて 50 名ほどだった。50名が同じ時間に一堂に会したわけではないが、非常

に成功した取組だった。特に、学長を含む非組合員の役員や職員の方々も気軽に参加

したのは、非常に評価されると考える。 

もう一つは、UNION PRESS 誌上での「つぶやき」特集である。これは、思いがけず

好意的な反響があった。率直に、「面白い企画」といってくださる人もいた。このこ

とは、コロナ禍状況でリモート勤務が実施された結果、良い面もあったものの、出勤

する人が少なく思わぬ疎外感を味わった方々も数多くいたことを示している。特に、

着任して日の浅い職員の中には、職場での会話もなく（会話の相手がそもそもいな

い）、学生と会う機会もなく、孤独にさいなまれた方々がいたようである。「つぶや

き」（とはいっても、SNS を利用したものではなかったが）によって自らの心の内を

発信することができる場が提供されたことは、一つの救いだったといえよう。 

(5)組織の拡大 

コロナ禍状況において、新人研修会の開催も中止された結果、ビラ配りも出来ず、

組合加入の勧誘活動は全く行えなかった。そのため、新人の加入は期待するような状

況には全くなかった。しかし、にもかかわらず 5名の新規加入者があったことは、む

しろ驚くべくことかもしれない。前述の「かんたん夏野菜づくり」イベントや UNION 

PRESS の「つぶやき」特集で興味をもった方々が組合に入ってくださったのである。 

これは、本当に心から感謝申し上げなければならない。 
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Ⅱ

4/1
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委員長と書記長打合せ

4/7～
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コロナに対する組合からの要望
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2020年度学年暦承認 4/17
2020年度学年暦
承認(メールにて）

5/10

全大教意見交換会
出席
コロナ禍に対して
の各大学の状況
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苗植え

6月
6/10
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No2

特別執行委員3名選出
UP2号
イベント夏野菜
学生支援の募金
任期付き教員の処遇
非常勤期末手当支給

非常勤に初の期末
手当支給 6/9

No2
・全大教コロナ
禍での現状情

報交換
・ｲﾍﾞﾝﾄのお知

らせ

7/1
ｚoom

No3

特別執行委員選挙3名決定
農場イベント参加者26名の報告
学生支援の募金を大学に渡す7/7
任期付き教員の処遇について申入書

7/7

イベント夏野菜参
加30名以上
カンパ金を学生支
援へ寄附

7/28
メール
審議

No4
イベント参加者30名超え。秋も続行と
決定

任期付き教員の処
遇に関する申入書

8月 イベント夏野菜

9月 イベント夏野菜

10/14
ｚoom

No5

財務諸表要求
UP4号つぶやき特集
来年度の組合役員選挙方法
代議員合同打合打診
全大教のzoom会議参加費

10/1

非常勤部会
新人歓迎
現状報告
役員選挙方法
つぶやき案打合

10/21
ｚoom

No6
拡大

つぶやきの反響　意見収集
コロナ禍での選挙方法
組合役員選挙についてWeb選挙導入し
各選挙区に選出方法を任せ、信任選
挙はメールで行うと決定(試し）

10/21
拡大
zoom

第2回代議員会
執行委員会とコ
ロナ禍での選
挙方法につい
て検討　Web選
挙導入(試し）

10/24 全大教定期大会

10/28
ｚoom

No７
拡大

特別執行委員を含む
人勧への対応(賃金）
大学入試コロナ対策
近況報告

10/23 選挙公示

10/23
電話と
ﾒｰﾙ対

応

人事課へ入試会場
でのコロナ対策等
を質問、労働改善
要望

10/29
No4

・つぶやき特
集

11月 11/9 担当者 Web選挙関係打合せ
11/9～
12/11

選挙開始
執行委員
代議員
会計監査

11/13

★労使懇談会
大学入試コロナ対
応
人勧対応の賃金非
常勤ボーナス等

11/5
非常勤部会
選挙関係

12/9 財務 会計監査

12/16
ｚoom

No8

2021年度新役員選挙結果報告
定期大会コロナ対応
UP5号

202１年
1月

1/14
ｚoom

No9

定期大会打合せ
3月15日月曜の17時30分～新旧引き
継ぎ。18時～ZOOM会議で開催決定
翌週に案内と出欠届けを配信
群馬大学から入試手当問い合せ

1/15
全大教
全国書記大会

2/3
Zoom

No10
過半数代表＋特別執行委員を含む労
使懇談会に向けての打合せ

2/10
2/10～3月末
退職者への対応

ﾒｰﾙ
審議 No11

定期大会原稿確認
議案書版下見本作成

ﾒｰﾙ審議
No12 定期大会打合せ

3/15
第78回定期大会(Z00M）
役員交代の引き継ぎ

第78回定期大会

12月

7/20

2021年
2月

2021年
3月

7月

10月

No3
・イベント紹介
・非常勤期末

手当支給
・コロナの現状

No6
・労使懇談会

報告
・つぶやき第3

弾

12/2 担当者UP打合12/14
2021年度組合
役員選挙終了
結果発表

2/10

★労使懇談会
人勧に伴う規則の
改正等
大学入試手当要求

12/3

No5
・労使懇談会

報告
・つぶやき第2

弾

第1回代議員会
選挙管理委員
会
特別執行委員
選挙開始7/7
～7/14

第2回早期退職に
かかる募集実施要
項了承

12/4
ﾒｰﾙ審

議

2/24

　2020年度　組合の活動  （※）2020年度は新型コロナ感染症の感染拡大に伴い、例年の組合活動が大幅に制約された

執行委員会 代議員会（選挙委員会） 労使懇談会/過半数他 団体交渉 2020イベント・他 UNION PURESS発行

No１
・役員紹介

・ｺﾛﾅに対する
要望書提出

5月

4月

5/13
zoom

No1

特別執行委員の選出
ユニオンプレス2号
イベント：夏野菜栽培
学生支援の募金
コロナ禍での雇用条件

4/13
人事へ「コロナに対
する要望書」提出
過半数も同意 4/13



- 6 - 

 

Ⅲ 2020年度決算報告書

(1)　一般会計

（A）　収入の部 （円）　
項　　目 2020年度予算 2020年度決算 比較増減額 摘　　　要

前年度繰越金 1,836,651 1,836,651 0 前年度繰越金

組合費 2,300,000 2,751,600 451,600 組合費

賛助金 690,000 900,100 210,100 賛助金

雑収入(特別会計利息・配当金等） 106,000 11,601 -94,399 雑収入(特別会計より）

雑収入(ゆうちょ・ﾟ利息） 4 101,790 101,786 雑収入(一般利息）

雑収入(ろうきん1・2・） 2,000 4 -1,996 雑収入(ろうきん1.2）

雑収入(教職員共済） 75,000 178,652 103,652 雑収入(教職員共済事務手数料）

旅費(全大教より戻り） 0 3,120 3,120 旅費(全大教より戻り）

雑収入（ｲﾍﾞﾝﾄｶﾝﾊﾟ他） 0 15,500 15,500 雑収入（ｲﾍﾞﾝﾄ・ｶﾝﾊﾟ・その他）

合　　計 5,009,655 5,799,018 789,363

（B）　支出の部
項　　目 2020年度予算 2020年度決算 比較増減額 摘　　　要

外部負担金 450,000 459,811 9,811 全大教・県教組教育のつどい・書記の会他

人件費(組合） 1,500,000 1,733,586 233,586 書記事務

交通費 24,000 28,000 4,000 書記交通費

印刷費 100,000 54,999 -45,001 生協コピーカード

通信費 55,000 60,313 5,313 電話代、書類送付他

事務消耗品費 60,000 45,335 -14,665 ファイル・文房具・インク・マスタ－・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ他

資料費 10,000 0 -10,000 資料・書籍

旅費 80,000 25,355 -54,645 全大教・学習会出席・共済研修・書記研修・他会議

会議費 100,000 46,362 -53,638 執行委員会（特別）・代議員会・選挙管理委員会・非常勤部会他

専門部活動費 100,000 4,639 -95,361 各専門部・技術職員部・非常勤職員部

文化事業費 100,000 0 -100,000 学習会・演説会等

慶弔費 200,000 161,652 -38,348 退職者お餞別・お見舞い・お祝い他・送別会

振替手数料 5,000 4,046 -954 振替手数料他

大会費 100,000 80,351 -19,649 議案書作成事務用品・弁当代・打上げ他

顧問弁護士 56,000 55,440 -560 年間契約費用

設備費 1,120,000 277,760 -842,240 備品・パソコン関係・ネット・掃除・水道代・.ガス代

広報費 100,000 4,435 -95,565 広報活動費・交流会・UP・ポスター等　　　　　　　　　　　　　　　　

予備費 549,655 195,616 -354,039 事務所経費・故障対応・その他

その他の支払 300,000 169,895 -130,105 税その他

合　　計 5,009,655 3,407,595 -1,602,060

（C）　収支決算 （円）　
項　　目 金　額 備　考

収入 5,799,018

支出 3,407,595

次年度繰越金 2,391,423

注）2019年度末（2019年12月）に立案した「2020年度予算」は2020年1月から同年12月末までの予算であった
が、2020年度に年度末を12月末から2月末に変更したことに伴い、本報告書における「2020年度予算」「2020
年度決算」は2020年1月から2021年2月末までのものとなっている。
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（２）特別会計

（A）　収入の部 （円）　
項　　目 2020年度予算 2020年度決算 比較増減額 摘　　　要

基本積立繰越金 4,609,346 4,609,346 0 10万定期満期で一般会計へ

利子配当金等 8,000 11,601 3,601

設備費積立金 0 0 0

合　　計 4,617,346 4,620,947 3,601

（B）　支出の部 （円）　
項　　目 2020年度予算 2020年度決算 比較増減額 摘　　　要

一般会計へ 100,000 100,000 0 定期預金満期分を一般会計へ

利子配当金等 8,000 11,601 3,601 一般会計へ

合　　計 108,000 111,601 3,601

（C）　収支決算 （円）　
項　　目 2020年度予算 2020年度決算 比較増減額 摘　　　要

収入 4,617,346 4,620,947 3,601

支出 -108,000 -111,601 -3,601 定期預金満期分を一般会計へ

次年度繰越金 4,509,346 4,509,346 0

【基本積立繰越金明細】
労働金庫　出資証券 342,000

労働金庫　スーパー定期 3,967,346

郵貯銀行　定額貯金 200,000 設備費積立金

合　計 4,509,346

注）

Ⅳ 2020年度会計監査報告

　埼玉大学教職員組合事務室において、2020年度決算報告を、監査手続きに従って必要と認められる
監査を行いました。その結果、上記決算書を適正と認めます。

　　　　　会計監査委員 渋 谷 百 代

　　　　　会計監査委員 野 村 奈 央

2021年3月8日

2019年度末（2019年12月）に立案した「2020年度予算」は2020年1月から同年12月末までの
予算であったが、2020年度に年度末を12月末から2月末に変更したことに伴い、本報告書における
「2020年度予算」「2020年度決算」は2020年1月から2021年2月末までのものとなっている。



- 8 - 

 

 

Ⅴ．2021 年度選挙結果報告 

 

 

（１）執行委員 

 

2020 年 11 月 24 日～11 月 27 日の間に行われた信任投票選挙結果に基づいて、以下の通り

に決定した。（任期：2021 年 4月～2022 年 3月） 

 

教養学部教員選挙区           川 野  靖 子 

 

教育学部教員選挙区           島 田  玲 子 

                      中 川  律 

 

経済学部教員選挙区           宮 﨑  雅 人 

 

理工・技術・教育機構 

他全教職員選挙区            渡 辺  大 輔 

 

パート・定員外職員選挙区        平 泉  春 美 

 

 

（２）特別執行委員 

 

2020 年 7月 7日～7月 14 日の間に行われた信任投票選挙結果に基づいて、以下の通りに決

定した。（任期：2020 年 7 月～2021 年 6月） 

 

経済学部／ 教員            金 房  広 幸 

 

教養学部／ 教員           高 橋  克 也 

  

理工学部／ 技術職員         佐 藤  清 美 
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（３）代議員 

 

2020 年 12 月 7日～12 月 14 日の間に行われた信任投票選挙結果に基づいて、以下の通りに

決定した。（任期：2021 年 4 月～2022 年 3月） 

 

 

教養学部教員選挙区            山 本  良 

 

 

教育学部教員選挙区           高 橋  哲 

                        高 橋  雅 也 

 

経済学部教員選挙区            藤井 まなみ 

 

理工・技術・教育機構 

他全教職員選挙区           高 橋  一 成 

 

パート・定員外職員選挙区       長畑 志保子 

 

 

（４）会計監査委員 

 

2020 年 11 月 24 日～11 月 27 日の間に行われた信任投票選挙結果に基づいて、以下の通り

に決定した。（任期：2021 年 4月～2022 年 3月） 

 

  荒 木  祐 二           2020 年度 書記長 

 

長 田  健            2020 年度 執行副委員長 
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VI.  次年度への申し送り（案） 

 

 

 

１．雇用・労働条件の適正化 

 

（１）適正な給与水準の確保（期末手当の引き下げに伴う代償措置のための交渉など） 

（２）非常勤職員の待遇改善、非常勤職員相互間の格差・待遇差別の解消 

（３）任期付き教員・非常勤教員の待遇・研究環境などの課題への対応 

（４）職場におけるセクハラ、パワハラ、アカハラ等を許さない環境づくり 

 

２．その他の諸活動 

 

（１）埼玉大学の教育研究機関としての適正な運営を求める活動 

（２）大学の全構成員に対する教職員組合の意義の訴えかけと組織拡大 

（３）ユニオン・レター、ユニオン・プレスなどを通じた迅速な情報提供 

（４）外国人教職員の組合活動への参加の促進 

（５）懇親会・学習会などを通じた部局を越えた教職員の交流 

（６）雇用・労働に関する講演会などの企画の実施 

（７）地区協議会などを通じた首都圏の他大学との連携・情報交換 

（８）将来を見据えた教育研究拠点としての国立大学法人のあり方の検討 

（９）将来の日本と世界を支える学生たちの生活と権利の擁護 
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 2021年度予算(案）（第２号議案）
1．　一般会計

2021年2月28日現在

（A）　収入の部 （円）　
項　　目 2020年度決算 2021年度予算 摘　　　要

前年度繰越金 1,836,651 2,391,423 出納帳の繰越金と同額になる

組合費 2,751,600 2,100,000 退職者分差し引き

賛助金 900,100 700,000 退職者分差し引き

雑収入(特別会計利子・配当金等） 11,601 10,573 定期満期につき普通預金/一般会計へ計上予定

雑収入(ゆうちょ・ﾟ利息） 101,790 100,000

雑収入(ろうきん1・2・） 4 4

雑収入(教職員共済） 178,652 70,000 教職員共済事務手数料

旅費(全大教より戻り） 3,120 0 会議出席戻り分

雑収入（ｲﾍﾞﾝﾄｶﾝﾊﾟ他） 15,500 0

合　　計 5,799,018 5,372,000

（B）　支出の部
項　　目 2020年度決算 2021年度予算 摘　　　要

外部負担金 459,811 450,000 全大教・県教組・書記の会申請方法で毎年金額変更あり

人件費(組合） 1,733,586 1,600,000 書記事務　期末手当

交通費 28,000 30,000 書記の交通費、事務所経費の交通費他

印刷費 54,999 100,000 ※生協コピーカード（本年度よりトナー含む）

通信費 60,313 80,000 電話代、書類送付他

事務消耗品費 45,335 70,000 ファイル・文房具・インク・マスタ－・ｶｰﾄﾘｯｼﾞ他

資料費 0 10,000 資料・書籍

旅費 25,355 100,000 全大教・書記研修・共済研修・他会議・学習会/全大教幹事2名

会議費 46,362 100,000 執行委員会/特別執行・代議員・選挙管理委員会・非常勤部会他

専門部活動費 4,639 100,000 技術職員部・非常勤職員部イベント等

文化事業費 0 150,000 イベント・勉強会

慶弔費 161,652 300,000 退職者餞別・お見舞い・お祝い他・送別会

振替手数料 4,046 6,000 振替手数料他

大会費 80,351 200,000 議案書作成事務用品・弁当・打ち上げ他

顧問弁護士 55,440 56,000 年間契約費用　消費税10％振込み含む

設備費 277,760 1,000,000 印刷機・備品等.ガス/水道代・パソコン・ネット・掃除等

広報費 4,435 100,000 広報活動費・UP・チラシ・ポスター　　　　　　　　　　　　　　　

予備費 195,616 300,000 事務所経費・税・故障対応・その他

その他の支払 169,895 620,000 その他

合　　計 3,407,595 5,372,000

2.　特別会計

（A）　収入の部 （円）　
項　　目 2020年度決算 2021年度予算 摘　　　要

基本積立繰越金 4,509,346 4,509,346

利子配当金 11,601 10,000

設備費積立金 0 0

合　　計 4,520,947 4,519,346

（B）　支出の部 （円）　
項　　目 2020年度決算 2021年度予算

一般会計へ 0 100,000 定期貯金満期分

利子配当金 11,601 10,000

合　　計 11,601 110,000

（C）　収支決算 （円）　
項　　目 2020年度決算 2021年度予算

収入 4,520,947 4,519,346

支出 -11,601 -110,000 定期貯金満期分を一般会計へ

次年度繰越金 4,509,346 4,409,346

【基本積立繰越金明細】
労働金庫　出資証券 342,000

労働金庫　スーパー定期 3,967,346

郵貯銀行　定額貯金 200,000 設備費積立金等

合　計 4,509,346

2020年度に年度末を12月末から2月末に変更したことに伴い、「2020年度決算」は2020年1月から2021年
2月末までの14カ月のものとなっているのに対し、2021年度予算は2021年3月から2022年2月のものとなっ
ている。
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資料 1 

 

 

埼玉大学教職員組合関係 

 

 

・活動報告 
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第 77 回定期大会議事録（案） 

 

 

 

日時：2020 年 1 月 30 日（木）18 時～19 時 10 分 

場所：経済学部第一会議室 

 

司会：七田麻美子 

 

1．大会の成立および開会宣言 

出席者 18 名、委任状 30 名。組合員数の過半数に達しており、埼玉大学教職員組合規約

第 17 条第 1 項に基づき、大会が成立したことを確認。第 77 回定期大会の開会が宣言

された。 

 

２．議長選出及び書記委任 

議長として高端正幸を選出し、書記を渋谷百代に委任した。 

〇以下、高端正幸議長の下で議事を進行した。 

３．委員長挨拶 飛田明彦 

４．2019 年度活動報告 

（１）総括 飛田明彦（議案ｐ1-２） 

（２）執行委員会の活動 渋谷百代 （議案ｐ3 及び 13-31） 

5．2019 年度決算報告 野村奈央（議案ｐ4-5） 

6．2019 年度会計監査報告 高端正幸（議案 p5） 

7．討論・承認 

  上記 4.から 6.について、全会一致で承認された。 

8．2020 年度役員の選任について 

役員選挙結果報告 清水亮（議案ｐ6-7） 

9．討論・承認 

上記８．について、全会一致で承認された。 

10．新執行委員挨拶 山本良（新委員長） 

11．2020 年度活動方針案提案 渋谷百代（議案ｐ8） 

12．2020 年度予算案提案 野村奈央（議案ｐ.9） 

13．討論・承認 

 上記 11.及び 12.について議論の結果、11.で提案された「2020 年度活動方針（案）」

の３について「３．社会的役割の認識」とし、各条文を 

（1）将来を見据えた日本の教育・研究拠点としての国立大学法人のあり方の検討 

（２）将来の日本と世界を支える学生たちの権利の擁護 

に修正した上で承認された。 

14．過半数代表 佐藤清美（議案ｐ35-51） 

 働き方改革に関連する労使協定について、苦情処理委員会の設置について説明があっ

た。 

15．新執行委員挨拶 荒木祐二（書記長）、長田健（財務）、西澤由輔、長畑志保子 

○議長解任 

16．閉会宣言 七田麻美子 

第 77 回定期大会の閉会が宣言された。
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緊急アピール！（草案） 

新型コロナウイルスに対する大学執行部の対応に関する 

教職員組合からの要望 

新型コロナウイルスという思いもかけない「難敵」が出現して、日

本中を跋扈しております。しかも、当初の楽観論は的中せず、状況は

ますます悪化の一途をたどっています。4 月上旬は、普段であれば新

学期の新鮮な気分を味わい、それに伴う多少の混乱も余裕をもって

受け流していられる時期でした。しかし、今年は学生はいうまでもな

く、教職員も不正常な状態に対して対応すべく奔走せざるを得ませ

ん。 

4 月より発足した大学の新執行部がこの問題に対して全力で取り

組んでいることは、皆様も周知されているとおりです。もっとも、教

職員組合としては、いくつかの点に関してさらなる積極的な対応を

求めたいと思います。以下それは以下です。 

 

１．職員の安全と健康の確保 

(1)テレワーク（在宅勤務）、時差出勤、分散勤務の本格的検討と

速やかな実施 

(2)有給特別休暇（人事院 3 月 1 日付通知）の継続的実施 

(3)小中学校の児童を持つ職員に対する休暇取得等の面での配慮 

２．十分な時間と余裕をもったうえでの遠隔授業の実現 

(1)遠隔授業の実現に関して、十分な準備期間を設定 

(2)教員の労働が過剰とならないための配慮 

(3)学生に対する「教育」の完全な保証  
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３．経済的「弱者」としての学生に対する配慮 

(1)非常事態宣言にともない経済的苦境に立つ学生に対する配慮 

(2)授業料納入期限などの面での配慮 

４．大学全体による組織的対応 

過去に例のないような事態において、教職員及び学生といった 

大学を構成するものすべてが協力して取り組むべきことはいう

までもない。もっとも、個人の善意に基づく努力には限界もある

ので、大学執行部としては、いずれにせよ組織的な対応の努力を

怠らないこと 

 

以上
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「任期付き教員の処遇」に関する申入書 

                   2020 年 7 月 6 日 

               埼玉大学教職員組合 山本 良 

 

(1)ひと口に「任期付き教員」といっても、その職務の内容や果たしている役割

は非常に多様で、ひとまとめにすることは必ずしも容易ではない。 

(2)しかし、常勤教員と同様に多くの学部教育のみならず大学院の教育を担って

いる任期付き教員の場合は、特定の期間に限定されたプロジェクトや繁忙期

であるために任期付きで雇用された者とは立場が自ずと異なり、職務の継続

性があることは明白である。 

(3)また、任期付き教員でも、入試やカリキュラム編成などの重要な大学の運営

に常に携わっている者が存在する。さらに、市民講座への出講やダイバーシ

ティ推進室員の担当、外部資金の獲得など、大学の評価の向上にも大きく貢

献している者も存在する。こうした教員を任期切れとともに解雇すること

は、大学全体にとって大きな損失である。 

(4)職務の継続性、重大性を考慮すると、任期付き雇用であっても雇用の継続に

対する期待権が生じる。こうした点は、若干の判例でも認められている。ま

た、大学に対する貢献度を忘れるべきではない。大学全体の地力を高めるこ

とができるかどうかという観点から、この問題を判断すべきである。 

(5)東大（総合文化研究科）や岡山大では、任期付き教員に関して任期の更新制

限の撤廃や無期化が認められた例がある。前者の場合、①大学として職務の

継続の必要性があり、②本人が希望し、③一定の要件（業績など）を満たす

場合、制限なく更新が認められるようになっている（資料参照）。 



- 17 - 

 

 

 

(6)任期付き教員は、着任の際に誓約書を提出し、任期とその更新について了承

をしているが、この点を過度に重視するのは問題である。なぜならば、雇用

者と被雇用者の立場が非対称的である以上、被雇用者には異議を申し立てる

機会が事実上閉ざされているからである。 

(7)以上の諸点に鑑みて、教職員組合としては○○に所属する任期付き教員につ

いて、以下を求める。 

 

(a) 任期の撤廃による無期化 

(b) 仮に(a)が直ちには困難な場合、更新回数の制限の撤廃 

(c) (b)も直ちには実現が難しい場合、とりあえず現行の任期の終了時に希望

者に再度更新の機会を付与する 

 

以上 
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 資料２ 

 

 

 

国立大学法人埼玉大学大久保地区事業場過半数代表者 

 

・活動報告
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大久保キャンパス過半数代表・活動報告 

２０２０年２月～２０２１年２月 

 

２月 

・労使懇談会（2019 年度第３回）。若手のベースアップ、勤勉手当の増率（いずれも国

家公務員準拠）、非常勤職員の待遇改善（期末手当の導入、休暇の拡充）、ワークライフ

バランスの改善、等にかかわる規則改正案をめぐって協議が行われた。 

 

２月～３月 

・一連の規則改正案について、教職員への意見聴取を経て意見書を作成、提出した。 

 

３月 

・労使協定（「３６協定」「専門業務型裁量労働制」）の更新。教職員への意見聴取を経

て人事課との協議に臨んだ。細かな点での改定があったが、本質的に従前どおりの内容

となった。 

 

４～５月 

・新年度の過半数代表組織の立ち上げ。実際に集まって協議することが困難な状況であ

ったため、メールでのやり取りを通して過半数代表委員（９名）、過半数代表（３名）

を選出した。 

 

９月 

・給与規則改正案への対応。新型コロナウィルス感染症関連の特殊勤務を行った者に手

当を支給する内容の改正案で、教職員への意見聴取を経て意見書を提出した。 

 

１１月 

・来年度学年暦案への対応。当局より提示された学年暦案に関し、教職員への意見聴取

を行い、意見を人事課に伝えるとともに労使懇談会での協議に生かした。 

・労使懇談会（第１回）。大学入学共通テストの監督業務の安全性確保（感染症対策）

をめぐって、来年度の学年暦案について、その他（人事院勧告への対応方針など）。 

  

２月 

・労使懇談会（第２回）。人勧に対応した給与規則改正案（期末手当の引き下げ）を

めぐって、共通テスト監督業務の手当の低さについて。 

・提示された給与規則改正案に関して教職員に意見聴取を行った。（2月中旬の時点

で意見書はまだ作成していない。） 

（文責：高橋克也）



- 34 - 

 

 



- 35 - 

 

 



 

- 36 - 

 

       

 

 

資料３ 

 

 

 

埼玉大学教職員組合規約 

 

埼玉大学教職員組合慶弔規約 
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埼玉大学教職員組合規約 

 

     第１章 総 則 

（名称） 

第１条 本組合は、埼玉大学教職員組合（以下「組合」という）と称する。 

 

（事務所） 

第２条 組合は、事務所を埼玉県さいたま市桜区下大久保２５５ 国立大学法人埼玉大学

内に置く。 

 

     第２章 目的及び業務 

（目的） 

第３条 組合は、団結と相互扶助・友愛の精神により、組合員の労働条件を維持改善し経済

的社会的地位の向上と研究生活の確立及び教育の民主化を図り、もって、学問の自由及び大

学の自治の確保に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第４条 組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

 （１）組合員の労働条件の維持・改善に関すること。 

 （２）組合員の福祉・厚生の増進及び文化的地位の向上に関すること。 

 （３）労働協約の締結、改廃に関すること。 

 （４）教育及び研究の活性化及び民主化に関すること。 

 （５）他の民主的団体と協力すること。 

 （６）その他前条の目的の達成に必要なこと。 

 

（分会） 

第５条 分会を各部局等及び各附属学校園におくことができる。 

２ 組合員は、その所属する部局等又は附属学校園を管轄する分会がおかれている場合に

は、当該分会に所属するものとする。 

３ 分会は、この規約に抵触しない範囲内で分会の活動に必要な規約を定めるものとし、そ

れに基づき、組合の統制を乱さない範囲内で自主的に活動することができる。 

 

（職場会） 

第６条 各職種並びに分会がおかれていない各部局等及び各附属学校園における組合の活 

動を活性化し、組合員相互の意思疎通を図るため、それら各職種並びに各部局等及び各附属
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学校園に職場会をおくことができる。 

２ 職場会の組織及び運営に必要な事項は、本規約の細則で定める。 

     第 3 章 組合員 

（組合員） 

第７条 組合は、国立大学法人埼玉大学の教職員及び組合が承認した者によって組織する。

ただし、次の各号に該当する者は除く。 

 （１）理事、監事の職にある者 

 （２）副学長、学部長、副学部長、教育研究評議員、学内共同利用教育研究施設の長、 

    附属学校長、附属学校副校長、附属幼稚園長、附属幼稚園副園長 

 （３）課長（同等の職位）以上の職位にある者、総務課及び人事課の係長以上の者、 

    各学部等の事務長、事務長補佐、秘書 

 （４）その他組合が除外することを適当と認めた者 

 

（権利） 

第８条 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合

員たる資格を奪われない。 

２ 組合員は平等に次の権利を有する。 

 （１）この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取り扱いを受ける権利 

 （２）組合役員その他の代表に選出され、又は選出する権利 

 （３）この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利 

 （４）組合役員および機関の活動の報告を求め又は批判し、解任を請求する権利 

 （５）懲戒処分について弁明し得る権利 

 

（義務） 

第９条 組合員は、次の義務を負う。 

 （１）規約および大会の決議に従い、組織の統制に服する義務 

 （２）組合費および組織で決定したその他の賦課金を納める義務 

 （３）組合の機密をもらさない義務 

２ 組合員は、次の努力義務を負う。 

 （１）規約に基づく各会議に出席するよう努める義務 

 （２）組合の維持発展に協力するよう努める義務 

 

（加入の手続） 

第１０条 組合員になろうとする者は、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ、執行委

員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。 

（資格の喪失） 

第１１条 組合員は、次の場合にその資格を失う。 

 （１）退職したとき。 
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 （２）解雇されたとき。ただし、組合が解雇を正当と認めていない被解雇者について 

    は、その資格を失わない。 

 （３）除名されたとき。 

 （４）脱退が認められたとき。 

 （５）第７条のただし書に該当したとき。 

 （６）継続して２年以上組合費を滞納したとき。 

 

（脱退の手続） 

第１２条 組合員は、組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記入のうえ、執行

委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。 

２ 組合員は、脱退後は組合に対する一切の権利を失い、その既納の金品は一切返却されな

い。 

 

（賛助会員） 

第１３条 本組合の目的・趣旨に賛同し、定期的に任意に定額の賛助金を納入する者を賛助

会員とする。 

２ 賛助会員は、第８条第２項各号に規定する権利は有しないが、第９条第１項第１号及び

第３号に規定する義務及び同第２項第２号の努力義務を負う。 

３ 加入の手続、資格の喪失及び脱退の手続については、前３条の規定（第１１条第５号を

除く）を、また、除名の手続については第４１条の規定を準用する。その際、組合員を賛助

会員と読み替えるものとする。 

********************************************************************************** 

     第４章 機 関 

（機関の種類） 

第１４条 本組合に次の機関を置く。 

 （１）大会 

 （２）代議員会 

 （３）執行委員会 

 

       第１節 大 会 

（大会）  

第１５条 大会は、組合の最高意志決定機関であり、定期大会及び臨時大会の２種とし、全

組合員で構成される。 

２ 定期大会は、年１回原則として１月に開くものとし、執行委員長がこれを召集する。 

３ 臨時大会は、次の各の一に該当する場合は、すみやかに開催するものとし、執行委員長

がこれを召集する。 

 （１）執行委員会が必要と認めた場合 

 （２）代議員会が必要と認めた場合 
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 （３）組合員が総数の１０分の１以上の賛成の署名を得て、その理由と議題を示して、 

    執行委員長に大会の召集を要求した場合 

４ 大会の日時、場所、議題等は、開催の日から１０日前までに告示しなければならない。

ただし、緊急の場合はこの限りではない。 

 

（大会の付議事項） 

第１６条 大会に付議する事項は、次の各号に定めるものとする。 

 （１）組合の解散に関する事項 

 （２）組合規約の改廃に関する事項 

 （３）予算及び決算に関する事項 

 （４）事業方針に関する事項 

 （５）争議行為の開始およびその終結に関する事項 

 （６）上部組織への加盟又は脱退に関する事項 

 （７）役員の選任及び解任に関する事項 

 （８）執行委員会が必要と認めた事項 

 

（大会の定足数） 

第１７条 大会は、全組合員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

２ やむを得ない理由のため大会に出席できない組合員は、他の組合員を代理人として表

決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した組合員は、前２条の適用については、大会に出席したものと

みなす。 

 

（大会の議決） 

第１８条 大会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した組合員の過半

数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。ただし、第１６条第２号及

び第５号に定める事項については、組合員の直接無記名による投票により、第２号について

は全組合員の過半数をもって、第５号については有効投票数の過半数をもって決定するこ

とを必要とする。 

２ 大会の議長は、大会に出席した組合員の中から選出する。 

 

       第２節 代議員会 

（代議員会） 

第１９条 代議員会は大会に次ぐ意志決定機関であり、代議員により構成される。 

２ 代議員会は、執行委員会の議を経て執行委員長が半年に１回招集するものとする。ただ

し、次の各号の一に該当する場合は、執行委員会の議を経て執行委員長が臨時に召集するこ

とができる。 

 （１）執行委員会が必要と認めた場合。 
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 （２）代議員の２分の１以上の署名による要求があった場合。 

 

（代議員会の付議事項） 

第２０条 代議員会に付議する事項は、次の各号に定めるものとする。 

 （１）労働協約の締結・改廃に関する事項 

 （２）本規約に基づく細則の制定変更に関する事項 

 （３）特別執行委員の設置に関する事項 

 （４）役員の解任に関する事項 

 （５）執行委員会が必要と認めた事項 

 

（代議員会の定足数） 

第２１条 代議員会は、構成員の２分の１以上の出席をもって成立する。 

２ やむを得ない理由のため代議員会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人とし

て表決を委任することができる。 

３ 前項の規定により表決した組合員は、前２条の適用については、代議員会に出席したも

のとみなす。 

 

（代議員会の議決） 

第２２条 代議員会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の

過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

２ 代議員会の議長は、代議員の互選により選出する。 

 

       第３節 執行委員会 

（執行委員会） 

第２３条 執行委員会は、大会及び代議員会において決定された事項および規約に定めら

れた組合業務を執行する。 

（構成と召集） 

第２４条 執行委員会は、正副執行委員長、書記長及び執行委員（第２８条第２項の規定に

基づき特別執行委員が選出された場合にはその者を含む。）をもって構成し、執行委員長が

これを召集し、定期的に開くことを原則とする。但し、必要ある時は、執行委員長が随時召

集することができる。 

 

（定足数と議決） 

第２５条 執行委員会は、構成員の過半数でもって成立する。 

２ 執行委員会の議事は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 

３ 議長は、書記長が務め、議事録の作成を行う。 

 

（専門部） 
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第２６条 執行委員会のもとに次の専門部をおく。 

 （１）女性部 

 （２）技術職員部 

 （３）非常勤職員部 

 （４）その他大会の議決により設置を必要とされたもの 

 

（書記局） 

第２７条 執行委員会に書記局をおき、書記長が執行委員長の統轄のもとにこれを運営す

る。 

２ 書記局には、書記をおくことができる。 

３ 書記の任免は、執行委員会の議を経て執行委員長が行う。 

 

     第５章 役 員 

（役員） 

第２８条 組合に次の役員を置く。 

    執行委員   若干名 

           うち、執行委員長  １名 

              副執行委員長 ２名 

              書記長    １名 

        代議員    若干名 

    会計監査委員  ２名 

２前項に揚げられる役員のほか、執行委員会の要請に基づき特別執行委員を若干名おくこ

とができる。 

 

（役員の選出） 

第２９条 役員の選挙は、組合員の直接無記名の投票によって行う。 

２ 選挙の実施に関する必要な事項は、本規約の細則で定めるところによる。 

３ 執行委員長、副執行委員長及び書記長は、執行委員の互選とする。 

 

（選挙管理委員会） 

第３０条 役員選出の公正を期するため、選挙管理委員会をおく。 

２ 代議員会は、執行委員の任期満了１５日以前に選挙管理委員若干名を選出し、この選挙

管理委員が選挙管理委員会を構成する。 

３ 選挙管理委員会は、本規約の細則で定めるところにより、役員の選出に関する職務を行

う。 

 

（職務） 

第３１条 役員の職務は次のとおりとする。 
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 （１）執行委員長  組合を代表し、組合業務を統轄し、執行の責任を負う。 

 （２）副執行委員長 執行委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代行する。 

 （３）書記長    日常の業務を処理し、文書および記録の整理、保管にあたる。 

 （４）執行委員   組合の業務を分担する。 

 （５）特別執行委員 執行委員を補佐する業務を担当する。 

 （６）代議員    代議員会に出席し第２０条に規定する事項を審議する。 

 （７）会計監査委員 執行機関と独立して、本組合の資産及び会計業務を監査し、定 

           期大会に報告する。 

 

（任期） 

第３２条 役員の任期は、原則として 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

２ 連続する 2 期以上にわたり役員を務めることは、本人がそれを希望する場合のみ可と

する。 

３ 役員中に欠員が生じたときは原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前

任者の残任期間とする。 

 

（解任） 

第３３条 役員が任務を怠り又は組織の決定に反する行為をした場合は、大会において出

席者の３分の２以上の賛成により解任することができる。 

２ 前項による解任の決定は、組合員の３分の１以上からの要求があったときに、本人に弁

明の機会を保障し、事実の調査を行わせるため、代議員会が３名の委員からなる調査委員会

を設置し、その報告に基づいて、大会に発議することにより、なされるものとする。 

 

     第６章 会計及び会計監査 

（経費） 

第３４条 組合の経費は、組合費、寄付金その他の収入による。 

 

（組合費） 

第３５条 組合費の額は、大会での決定による。 

２ 大会で必要と認められたときは、臨時に組合費を徴収することができる。 

 

（会計年度と会計監査） 

第３６条 組合の会計年度は、毎年 1 月１日に始まり、12 月末日に終わる。 

２ 会計監査委員は会計監査の結果を大会で報告する。 

３ 組合は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による会計業務が

正確であることの証明書とともに、すべての財産及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在

の会計状況を示す会計報告を少なくとも毎年１回、組合員に対し公表する。 

４ 組合は、組合員の請求があれば、いつでも会計帳簿を公開しなければならない。 
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     第７章 争 議 

（同盟罷業権の行使） 

第３７条 同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票の過半数による決定による。 

 

（労働条件改善交渉委員会） 

第３８条 執行委員会は、代議員会に諮り、必要に応じて労働条件改善交渉委員会をおくこ

とができる。 

 

     第８章 賞 罰 

（表彰） 

第３９条 組合は、大会の決議により、組合発展のために功労があった組合員その他模範と

なると認められる組合員を表彰することができる。 

 

（制裁） 

第４０条 組合は、大会の決議により、組合員で次の各号に該当する者に対し、その情状に

より、制裁を加えることができる。 

 （１）組合の規約又は決議に違反した者 

 （２）組合の運営・活動を不当に妨害した者 

 （３）組合の名誉を毀損した者 

 （４）組合員の義務を怠った者 

 （５）その他各号に準ずる不適当な行為のあった者 

２ 制裁の種類は、次の各号の定めるところとする。 

 （１）戒告 

 （２）権利停止 

 （３）除名 

 

（制裁の手続） 

第４１条 前条の制裁は、戒告及び権利停止については大会出席者の過半数の賛成をもっ

て、除名については３分の２以上の賛成をもって、決定する。 

２ 前項による制裁の決定については、決定に先立って、執行委員会は、本人に弁明の機会

を保障し、事実の調査を行わせるため、３名の調査委員会を設置し、その報告に基づいて、

大会に発議することにより、なされるものとする。 

 

     第９章 解 散 

（解散） 

第４２条 組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の４分の３以上の賛

成をもって決定する。 
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     第１０章 組合規約の改廃 

（規約の改廃） 

第４３条 本規約は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ、改廃する

ことができない。 

 

     第１１章 雑則 

（細則） 

第４４条 この規約の施行について必要な細則は、大会の議決を経て、執行委員長がこれを

定める。 

     追 記 

２００４年７月１日「埼玉大学職員組合」から「埼玉大学教職員組合」へと名称変更。 

      

付 則 

本規約は、２００４年７月１日より施行する。 

本規約は、２０１９年１月３１日改正、２０１９年２月１日より施行する。 
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役員の選出に関する細則 

 

 埼玉大学教職員組合規約第２９条第２項、第３０条第３項及び第４４条に基づき、役員の

選出に関する細則を次のとおり定める。 

 

（適用範囲） 

第１条 この細則は、執行委員、代議員、特別執行委員及び会計監査委員の選出に適用する。 

 

（選挙管理委員会） 

第２条 代議員会は、執行委員の任期満了１５日以前に選挙管理委員若干名を選出し、選挙

管理委員会を構成する。 

２ 委員長は、委員の互選とする。 

３ 選挙管理委員会は次の職務を行う。 

 （１）選挙の公示 

 （２）立候補者の受付 

 （３）投票及び開票の管理 

 （４）当選の確認 

 （５）その他選挙管理に必要な事項 

 

（選挙の公示） 

第３条 選挙の公示は、選挙期日３０日前までに行わなければならない。 

 

（立候補） 

第４条 執行委員候補、代議員候補特別執行委員又は会計監査委員に立候補する者は、立候

補届出書に所定事項を記入して選挙期日 2 週間前までに選挙管理委員会に届出なければなら

ない。 

 

（執行委員の選出） 

第５条 選挙管理委員会は、７日以上の一定期間を定めて、代議員会の定めた選挙区（以下、

「選挙区」という。）毎に組合員２０人につき１人の割合で執行委員候補を選出させる。た

だし、端数ある場合は更に 1 人の割合で執行委員候補を選出させることができる。 

２ 組合員が２０人未満の選挙区においては、1 人の執行委員候補を選出させることができ

る。 

３ 前各号の規定に基づき選出された執行委員候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合

員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、執

行委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、

投票総数の過半数の信任を得た者をもって執行委員とする。 
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４ 前項の規定により信任を得られなかった執行委員候補を選出した選挙区については、選

挙管理委員会は別の執行委員候補を選出させる。その後の選挙手続については、前項の規定

を準用する。 

 

（代議員の選出） 

第６条 選挙管理委員会は、選挙区毎に組合員２０名につき１人（端数は４捨５入）の割合

で代議員候補を選出させる。 

２ 組合員が２０名未満の選挙区においては、１人の代議員候補を選出させることができ

る。 

３ 前各号の規定に基づき選出された代議員候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員

に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、代議

員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投

票総数の過半数の信任を得た者をもって代議員とする。 

４ 前項の規定により信任を得られなかった代議員候補を選出した選挙区については、選挙

管理委員会は別の代議員候補を選出させる。その後の選挙手続については、前項の規定を準

用する。 

 

（特別執行委員の選出） 

第７条 選挙管理委員会は執行委員会の要請に基づき、組合員の中より特別執行委員の候

補を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メ

ール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任さ

れたものとみなし、特別執行委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無

記名による信任投票を行い、投票総数の過半数の信任を得た者をもって特別執行委員とする。 

 

（会計監査委員の選出） 

第８条 選挙管理委員会は組合員の中より会計監査委員の候補を指名し、当人に立候補の

意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通

知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、会計監査

委員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、

投票総数の過半数の信任を得た者をもって会計監査委員とする。 

 

（役員に欠員が生じた場合の措置） 

第 9 条 執行委員・代議員に欠員が生じ、執行委員会が後任者を必要と認める場合、選挙管

理委員会は、欠員が生じた選挙区に属する組合員の中より候補者を指名し、当人に立候補の

意思を問う。立候補の意思のある場合、候補の名簿を、電子メール等を通じて全組合員に通

知する。一定期間を経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、執行委員・

代議員とする。疑義が提出された場合は、全組合員による直接無記名による信任投票を行い、

投票総数の過半数の信任を得た者をもって執行委員・代議員とする。この場合、後任者の任



- 48 - 

 

期は前任者の残任期間とする。 

 

２ 特別執行委員・会計監査委員に欠員が生じ、執行委員会が後任者を必要と認める場合、

選挙管理委員会は組合員の中より候補者を指名し、当人に立候補の意思を問う。立候補の

意思のある場合、候補者の名簿を電子メール等を通じて全組合員に通知する。一定期間を

経て疑義が提出されなかった場合、信任されたものとみなし、特別執行委員・会計監査委

員とする。疑義が提出された場合は全組合員による直接無記名による信任投票を行い、投票

総数の過半数の信任を得た者をもって特別執行委員・会計監査委員とする。この場合、後任

者の任期は前任者の残任期間とする。 

 

 付 則 

 この細則は、2018 年 8 月 1 日より施行する。 
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役員選挙に関する教育学部教員選挙区内規 

 

埼玉大学教職員組合は、役員選挙において得票多数の者を執行委員候補者とし、信任投票

を経て執行委員を選出する。ただし、教育学部教員選挙区では、次の条件に該当する場合は、

候補者選出を辞退する事ができる。辞退者が出た場合は、次点者を繰り上げ選出する。 

１．前回執行委員に選出されてから 5 年以内の者 

２．埼玉大学に着任して 2 年以内の者 

 

本内規は、2016 年 1 月 5 日より執行する。 

 

＜参考＞ 

この内規は、より多くの組合員が組合活動に参加することにより、働きやすい職場の実現

について考えてもらうと同時に、実務の公平分担を図るために設置するものである。 

 

 

 

 

 

役員選挙に関する経済学部教員選挙区内規 

 

埼玉大学教職員組合は、役員選挙において得票多数の者を執行委員候補とし、信任投票を

経て執行委員を選出する。ただし、経済学部教員選挙区では次の条件に該当する場合は、

本人の申し出によって選出を辞退する事が出来るものとする。 

 

1.前回執行委員に選出されてから 5年以内の者 

2.埼玉大学に着任して 2年以内の者 

 

本内規は、2016 年 1 月 12 日より施行する。 
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職場会の組織及び運営に関する細則 

 

 

 埼玉大学教職員組合規約第６条第２項及び第４４条に基づき、職場会の組織及び運営に

関する細則を次のとおり定める。 

 

（執行部） 

第１条 職場会の執行部は、職場会のおかれた各部局の執行委員、代議員及び執行委員会が

適宜任命した者によって構成される。 

 

（組合員） 

第２条 組合員は、その所属する部局又は職種に職場会がおかれている場合には、当該職場

会に所属するものとする。 

 

（活動） 

第３条 職場会は、組合の事業方針に反しない範囲内で自主的に活動を行うことができる。 

 

 付 則 

 この細則は、２００４年７月１日より施行する。 
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埼玉大学教職員組合慶弔規約 

                              制定 1994 年 1 月 28 日 

第１条 本規約は、埼玉大学教職員組合規約第４条第 2 号に列挙された、「組合員の福

祉・ 

厚生の増進及び文化的地位の向上に関すること」という組合目的の達成のために

制定される。 

第２条 本規約は、埼玉大学教職員組合の組合員及び管理職就任等の理由で賛助会員とな

っている者（以下、両者を合わせて「組合員等」という）とに限り適用する。 

第３条 本規約の運用は組合執行委員会が行い、定期大会において他の支出と共に執行の 

報告を行うものとする。 

第４条 第２条に所定の組合員等に関して、次の各号に掲げる慶弔等の事由が生じた時に

は、当該各号に掲げる金品を贈呈するものとする。 

 

１．本人の結婚 

 

10,000 円 

 

２．本人の死亡 

20,000 円および弔電ならびに第５号の 

退職に準じて算出された金額 

３．配偶者・本人の両親及び同居の義

両親と子供の死亡 

 

10,000 円 

４．病気見舞い（疾病により一ヶ月以

上欠勤する場合） 

 

10,000 円 

５．退職 

a.組合員等としての通算加入年数が 10

年以下の場合 

 

加入年数×1,000 円に相当の金品 

および花束 

b.組合員等としての通算加入年数が 10

年を越える場合 

10×1,000 円に（加入年数－10）×500 円を 

合算した額に相当の金品および花束 

第５条 前条の加入年数の算出に当たっては、組合費納入済み期間をもって算出年数と

し、 

年に満たない月数については切り捨てとする。 

第６条 組合員等は、第４条により受けた金品に対して返礼は行わないものとする。 

第７条 第４条の各号に該当する組合員等がある場合は、本人、または所属部局執行委員

もしくは代議員より、その旨を執行委員会に届け出るものとする。 

第８条 本規約の制定、改廃は、大会または代議員会の議決によるものとする。 

附則  本規約は、2002 年 1 月 30 日改正、2002 年 2 月 1 日より施行する。 

    本規約は、2017 年 1 月 30 日改正、2017 年 2 月 1 日より施行する。 
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2020 年度役員名簿 

 

＊執行委員＊ 

委 員 長     山 本  良  （教育学部教員）  渉外 

副委員長     長 田  健  （経済学部教員）  財務  

副委員長    加藤 有希子  （基盤教育教員） 教文 

書 記 長    荒木 祐二  （教育学部教員）   事務総括 

執行委員        西澤 由輔   （教育学部教員）   広報・UP 

執行委員      長畑 志保子  （教育事務補佐員） 非常勤職員部会 

 

 

＊特別執行委員 ＊（2020 年 7 月～2021 年 6 月） 

        金房  広幸 （経済学部教員） 

        高橋  克也 （教養学部教員） 

        佐藤  清美 （理工学技術職員） 

         

         

＊代議員・選挙管理委員＊ 

代議員・選挙管理委員長   山 田  恵 吾 （教育学部教員） 

代議員・選挙管理副委員長   近 藤  一 史 （教育学部教員） 

代議員・選挙管理委員   川 野  靖 子 （教養学部教員） 

代議員・選挙管理委員   宮 﨑  雅 人 （経済学部教員） 

代議員・選挙管理委員   渡 辺  大 輔 （基盤教育教員） 

代議員・選挙管理委員   大関 真生子 （教育学部事務） 
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